
 

資料６ 

 

今後の検討の進め方について（案） 

 

 

1. 「原子力規制委員会への独立行政法人原子力安全基盤機構の統

合に関する副大臣等会議」（以下「副大臣等会議」という。）の下

に置くタスクフォースの構成員は、次のとおりとする。 

 

内閣官房原子力規制組織等改革推進室長 

環境省大臣官房審議官 

原子力規制委員会原子力規制庁次長 

独立行政法人原子力安全基盤機構理事・理事長代理 

 

 

2. タスクフォースに対し、副大臣等会議における議論を踏まえ、関

係行政機関と協議しつつ具体的な統合案について速やかに検討

を行うよう指示し、その検討状況を副大臣等会議に随時報告する

ことを求める。 

 

 

3. タスクフォースにおける検討の進捗状況に応じて副大臣等会議

を開催し、原子力規制委員会への独立行政法人原子力安全基盤機

構の統合の在り方に関する具体案を可能な限り速やかに取りま

とめるものとする。 


